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 野村證券株式会社　和田 理都子 ・ 塚嵜 智志
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寺院が知っておきたい法律知識
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国宝 醍醐寺五重塔と桜国宝 醍醐寺五重塔と桜

寺院が知っておきたい法律知識
　宗教法人運営のための法律入門⑧　

宗教法人と個人情報保護法─その２
　宗教法人が保有する多くの個人情報の取り扱いについて、個人情報の収集、管理、問い合わせ等につい
てご説明します。
個人情報保護法上の定義

１、①個人情報を②個人情報データベース等に構成するとき
A、	 利用目的を特定し、明確化します。（個人情報保護法第15条）
B、	 	あらかじめ利用目的を公表します。公表しなかったときは直ちに公表するか、本人に通知します。尚、公

表とは不特定多数の人が知り得る状態におくことをいいます。
C、	 本人から個人情報を書面でもらうときは、利用目的を明示します。
D、	 偽りその他不正の手段によって個人情報を取得しないようにします。
E、	 	公開されているもの（例：電話帳）からの取得は、公表されているものの目的により、利用目的が拘束さ

れます。
２、②個人情報データベース等を管理するとき

A、	 安全管理措置（漏洩毀損の禁止）
	 ａ、	管理担当者、管理方針を決めます。
	 ｂ、	管理担当者を教育します。
	 ｃ、	管理の場所（部屋）、管理の道具（例：パソコン）を特定します。
	 ｄ、	データを暗号化します。
Ｂ、第三者への提供禁止。第三者への提供は本人の同意が必要です。（例外：委託先やグループ使用）
	 ａ、委託先を監督します。
	 ｂ、	 	秘密保持の契約を締結します。（個人情報の秘密保持・委託業務以外の使用禁止・第三者への開示禁

止・終了後の廃業）
	 ｃ、	 	グループ利用をする場合は、グループの範囲、利用目的管理責任者について本人に通知するか、本人

の知り得る状態にしておきます。
	 ｄ、データを暗号化します。

３、本人からの問い合わせがあったとき
　情報の開示、訂正、削除、利用の停止、消去、第三者への提供の停止等の要求があった場合は、誠実に対応し
ます。
	 ａ、	 	指摘が間違っている場合もありますから、本人の言う通りにしなければならないというわけではあり

ません。
	 ｂ、利用目的などは、尋ねられたらすぐ答えられるようにしておきます。（個人情報保護法第31条）
	 ｃ、本人確認を怠ってはいけません。（例：免許証・パスポート）
	 ｄ、問い合わせの方法を定めて公表するか、尋ねられたら答えられるようにしておきます。
	 ｅ、担当者を決めて担当者教育をします。
	 ｆ、苦情に対しては怒らないようにします。

４、不用なものはすぐ破棄すること。
　　破棄するときに情報が漏洩しやすいですから、破棄担当者以外は廃棄しないようにします。
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① 特定個人に関する情報で特定個人の識別可能な情報

② 特定の個人の集合体であって容易に検索できるよう
体系的に構成したもの（例：住所録）

③ ６ヶ月以内に消去する予定のない個人情報

① 個人情報

② 個人情報
　 データベース等

③ 保有個人データ


